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 5 月 14 日、泉崎南東北リハビリテーシ

ョン・ケアセンターの作業療法士の先生を

お招きし、サロンで行う運動の効果的な方

法や頭と体を使ったレクリエーション等を

ご指導いただきました。 
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社協だより （２） 第４４号 

 

 

１．組織の体制の強化に努めます。 

（１）理事会・評議員会・監事会の開催 

（２）評議員選任・解任委員会の開催 

（３）各福祉団体及び関係機関（保健福祉課・医療機関等）との連携強化 

（４）研修会等への参加による資質の向上 

（５）一般会員、特別会員の加入促進 

（６）介護保険事業、介護予防・日常生活支援総合事業、障害者自立支援事業の健全経営 

 

２．介護保険事業の充実に努めます。         

（１）居宅介護支援事業所の経営 

（２）訪問介護事業所（ホームヘルプサービス）の経営 

（３）第１号訪問事業（ホームヘルプサービス）の経営 

（４）通所介護事業所（デイサービス）の経営 

（５）第１号通所事業（デイサービス）の経営                       

                                         （ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ） 

３．障害者自立支援事業の充実に努めます。 

（１）居宅介護事業（ホームヘルプサービス）の経営  

（２）基準該当生活介護事業（デイサービス）の受託 

（３）移動支援事業 

 

４．地域包括支援センターの充実に努めます。 

（１）介護予防支援･介護予防ケアマネジメント事業             （ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ） 

（２）総合相談支援事業 

（３）権利擁護事業                

（４）包括的・継続的ケアマネジメント事業                （デイサービス） 

（５）認知症施策推進事業         

（６）生活支援体制整備事業 

（７）地域ケア会議の推進 

 

５．福祉センターの運営管理に努めます。  

（１）福祉センターの管理運営の受託  

（２）在宅介護支援センターの管理受託 

（３）ふれあいの家の管理受託 

 

 

 

 

令和３年度 事業計画 



社協だより （３） 第４４号 

６．在宅福祉サービスの充実に努めます。 

（１）福祉機器貸出事業の実施 

（２）車いす送迎車貸出事業の実施 

（３）配食サービス事業の実施 

（４）福祉有償運送事業の実施 

（５）軽度生活支援事業の受託            （福祉機器貸出）       （車いす送迎車貸出）  

（６）生きがい対応型デイサービス事業の受託  

（７）外出支援サービス事業の受託 

（８）高齢者世帯訪問事業の受託 

（９）買物ツアー事業の実施 

 

 

                                     （配食サービス）          （買物ツアー） 

７．地域福祉サービスの充実に努めます。 

（１）心配ごと相談所の開設 

（２）生活福祉資金貸付事業の受託（県社協） 

（３）生活援助資金貸付事業 

（４）あんしんサポート事業の受託（県社協） 

（５）福祉バス貸出事業の実施 

（６）百歳賀寿贈呈事業の実施                

                                  （心配ごと相談所） 

８．社会福祉の広報・啓蒙活動の充実を図り、地域福祉の推進に努めます。 

（１）福祉まつりの開催 

（２）グラウンドゴルフ大会、ニュースポーツ大会等の実施 

（３）社協だよりの発行 

（４）ホームページ・フェイスブックの活用 

                                                          （社協だより） 

９．ボランティア活動の推進に努めます。  

（１）ボランティアセンターの充実 

（２）ボランティア活動普及事業の実施 

（３）福祉ボランティアポイント事業の実施 

（４）学習支援ボランティア活動の協力 

（５）ボランティア研修等への参加 

（６）災害ボランティアセンターの充実 

（７）災害時の協力                              

                                         （ボランティアポイント事業） 

10．共同募金事業に協力し福祉事業を推進します。 

（１）赤い羽根共同募金運動の推進 

（２）歳末たすけあい募金運動の推進 

 

11．福祉団体活動の援助協力に努めます。  

（１）老人クラブ連合会に対する援助協力 

（２）遺族会に対する援助協力 

（３）シルバー人材センターに対する援助協力  

                            

                                            （赤い羽根共同募金運動） 



社協だより （４） 第４４号 

 

【総括表】                                               （単位：千円）                                                     

拠点

区分 
 サービス区分 前年度予算額① 当初予算額② 

増 減 額  

（②－①） 
増減率 

社会福祉事業（全体） １４１，５９１ １４１，８０５ ２１４ △０．２% 

地 

域 

福 

祉 

事 

業 

法人運営事業 ７，０７０ ６，７８６ △２８４ △４．０% 

福祉活動専門員等設置事業 ２６，０９７ ２６，０３３ △６４ △０．２% 

福祉センター管理運営事業 ３４，４７４ ３４，４８２ ８ ０．０% 

在宅介護支援センター管理運営事業 １１６ １１６ ０ ０．０% 

ふれあいの家管理運営事業 ９３９ ８１５ △１２４ △１３．２% 

高齢者世帯訪問事業 ７５ ７５ ０ ０．０% 

地域包括支援センター事業 １３，２８６ １３，１７７ △１０９ △０．８% 

生活援助資金貸付事業 ６９５ ６９４ △１ ０．１% 

小 計 ８２，７５２ ８２，１７８ △５７４ △０．７% 
介  

護 

保 

険 

事 

業 

介護予防支援事業 ６，５３７ ５，５９４ △９４３ △１４．４% 

居宅介護支援事業 １１，１７８ １１，２７１ ９３ ０．８% 

訪問介護事業 １１，６６９ １１，８３７ １６８ １．４% 

通所介護事業 ２９，４５５ ３０，９２５ １，４７０ ５．０% 

小 計 ５８，８３９ ５９，６２７ ７８８ １．３% 
 

【一般会計予算書】 
１．収 入                    （単位：千円）  ２．支 出                  （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

大  区  分 予 算 額 

１．人件費支出 ６９，７５０ 

２．事業費支出 ３３，６０４ 

３．事務費支出 １９，５３１ 

４．貸付事業等支出 ６９４ 

５．共同募金配分金事業費 １，６１４ 

６．負担金支出 ５０ 

７．固定資産取得支出及び繰入支出 ２ 

８.積立資産支出 6,045 

９.サービス区分間繰入金支出 ４，５００ 

10．その他の活動による支出  ３，４５２ 

予備費 ２，５６３ 

合   計 １４１，８０５ 

大  区  分 予 算 額 

１．会費収入 １，５３９ 

２．寄附金収入 ２ 

３．経常経費補助金収入 ２６，７９０ 

４．受託金収入 ４９，５７２ 

５．貸付事業収入 ５６４ 

６．事業収入 ５５９ 

７．介護保険事業収入 ４４，２６０ 

８．障害福祉サービス等事業収入 ４ 

９．受取利息配分金収入  １ 

10．その他の収入 １ 

11.施設整備等補助金収入 １ 

12.施設整備等寄付金収入 １ 

13.積立資産取崩収入 ８１ 

14.サービス区分間繰入金収入 ４，５００ 

前期末支払資金残高 １３，９３０ 

合   計 １４１，８０５ 

令和３年度 予算書 



社協だより （５） 第４４号 

 

 

 

１．組織の体制の強化 

（１）理事会 ３回、評議員会 ３回、監事会 １回 

（２）評議員選任・解任委員会 １回 

（３）外部会計監査 ３回 

（４）一般会員 １，０９０件 ・ 特別会員 ４５件 

                                             （郡山ヤクルト販売㈱より寄附） 

２．介護保険事業の充実 

（１）居宅介護支援事業（①登録者数 ４７名 ②利用者数 ４３１名 ③訪問調査利用者数 ７５名） 

（２）訪問介護事業（①利用者数 １３９名 ②訪問件数 ２,９１１件） 

（３）第１号訪問事業（①利用者数 ９６名 ②訪問件数 ５７５件） 

（４）通所介護事業（①登録者数 ３７名 ②利用者数 ２，８８８名） 

（５）第１号通所事業（①登録者数 １５名 ②利用者数 ８３８名） 

 

３．障害者自立支援事業の充実                           （輝らキッズ慰問） 

（１）居宅介護事業（ホームヘルプ事業）（①利用者数 ０名 ②訪問件数 ０件） 

（２）基準該当生活介護事業（利用者数 ０名） 

（３）移動支援事業（①利用者数 ０名 ②活動回数 ０回） 

 

４．域包括支援センターの充実                              

（１）介護予防支援･介護予防ケアマネジメント事業（利用者 延べ ４８４名）      （認知症カフェ） 

（２）総合相談支援事業（①相談件数 １，４９１件 ②独居高齢者世帯訪問 ４２世帯） 

 ③高齢者世帯訪問 ５４世帯） 

（３）権利擁護事業（①虐待相談件数 ２件 ②消費者被害防止パンフレット配布） 

（４）包括的・継続的ケアマネジメント事業（講演会開催 １回） 

（５）認知症施策推進事業 

（①認知症サポーター養成講座 １回 ３８名 ②ふれあいカフェ（認知症カフェ） ３回）  

（６）生活支援体制整備事業（よかっぺ会開催 ４回） 

（７）地域ケア会議の推進（①ケア会議 ６回 ②自立支援型地域ケア会議 １回） 

 

５．福祉センターの運営管理 

（１）福祉センターの管理運営の受託（利用者数 ８，８８７名） 

（２）ふれあいの家の管理受託（①利用者数 １４５名 ②宿泊者数 ０名）  

                                                       （よかっぺ会） 

 

令和２年度 事業実績 
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６．在宅福祉サービスの充実 

（１）福祉機器貸出事業（車いす ２件 シルバーカー １件） 

（２）車いす送迎車貸出事業（利用件数 ３６件） 

（３）配食サービス事業（①登録者数 ３３名 ②利用者 ３１７名） 

（４）福祉有償運送事業（①会員数 ７名 ②利用者数 ４２名） 

（５）訪問入浴サービス事業（①会員数 ０名 ②利用者数 ０名） 

（６）軽度生活支援事業（①登録者数 ２名 ②訪問件数 ９０件名）    （配食サービス事業） 

（７）生きがい対応型デイサービス事業（①登録者数 １名 ②利用者数 ４７名） 

（８）外出支援サービス事業 

  （利用回数：①通院 ３４回 ②生きがいデイ ９１回 ③ステップアップ ５８０回） 

（９）高齢者世帯訪問事業（①登録者数 １８名 ②利用者数 ８６７名） 

（10）買い物ツアー事業（①登録者数 ８名 ②実施回数 ７回 ③利用者数 １８名） 

 

７．地域福祉サービスの充実 

（１）心配ごと相談所（無料法律相談）（相談件数 ２３件） 

（２）生活福祉資金貸付事業（貸付者 ８名） 

（３）生活援助資金貸付事業（貸付者 ２名） 

（４）あんしんサポート事業（①登録者数 ３名 ②利用回数 ５２回）  

（５）福祉バス貸出事業（貸出件数 ７件）                   （買い物ツアー事業） 

（６）百歳賀寿贈呈事業（対象者 ２名） 

  

８．社会福祉の広報・啓蒙活動の充実を図り、地域福祉の推進 

（１）福祉まつり（中止） 

（２）グラウンドゴルフ交流大会（１０月）、ニュースポーツ大会（中止） 

（３）社協だよりの発行（４月、７月） 

（４）ホームページ・フェイスブックの活用                 （グラウンドゴルフ交流大会） 

 

９．ボランティア活動の推進に努めます。  

（１）ボランティアセンターの充実（登録者数 ①個人 １３名 ②団体 １２団体） 

（２）ボランティア活動普及事業（①滑津小学校 ②吉子川小学校） 

（３）学習支援ボランティア活動（①実施日数 ５日 ②利用者数 ２００名） 

（４）災害ボランティアセンターの充実 

 

10．共同募金事業に協力し福祉事業を推進 

（１）赤い羽根共同募金運動の推進（１０月～３月） 

（２）歳末たすけあい募金運動の推進（１２月）  

 

11．福祉団体活動の援助協力 

（１）老人クラブ連合会                            遺族会（戦没者献花式） 

（２）遺族会                                    

（３）シルバー人材センター 

 

 

 

 

                  （老人クラブニュースポーツ交流会） 
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【総括表】                                            （単位：円）                                                     

拠点

区分 
 サービス区分 収入金額① 支出金額② 差異（①－②） 

社会福祉事業（全体） 132,921,165 113,948,022 18,973,143 

地 

域 

福 

祉 

事 

業 

法人運営事業 7,294,626 3,743,224 3,551,402 

福祉活動専門員等設置事業 25,356,226 25,356,226 0 

福祉センター管理運営事業 20,637,657 20,637,657 0 

在宅介護支援センター管理運営事業 115,830 115,830 0 

ふれあいの家管理運営事業 556,117 556,117 0 

高齢者世帯訪問事業 32,296 32,296 0 

地域包括支援センター事業 12,187,366 12,187,366 0 

生活援助資金貸付事業 230,617 100,000 130,617 

小 計 66,410.735 62,728,716 3,682,019 
介  

護 

保 

険 

事 

業 

介護予防支援事業 6,712,361 3,000,000 3,712,361 

居宅介護支援事業 11,435,542 10,138,397 1,297,145 

訪問介護事業 13,213,757 9,936,806 3,276,951 

通所介護事業 35,148,770 28,144,103 7,004,667 

小 計 66,510,430 51,219,306 15,291,124 
 

【一般会計予算書】 
１．収 入                       （単位：円）  ２．支 出                   （単位：円） 

 

 

 

 

 

 

大  区  分 決算額 

１．人件費支出 66,012,979 

２．事業費支出 19,934,581 

３．事務費支出 14,732,816 

４．貸付事業等支出 100,000 

５．共同募金配分金事業費 1,091,546 

６．負担金支出 10,000 

７．固定資産取得支出及び繰入支出 195,800 

８.積立資産支出 4,000,000 

９.サービス区分間繰入金支出 4,500,000 

10．その他の活動による支出  3,370,300 

予備費 0 

合   計 113,948,022 

大  区  分 決算額 

１．会費収入 1,540,000 

２．寄附金収入 874,218 

３．経常経費補助金収入 26,302,540 

４．受託金収入 34,005,126 

５．貸付事業収入 40,000 

６．事業収入 250,400 

７．介護保険事業収入 47,496,220 

８．障害福祉サービス等事業収入 0 

９．受取利息配分金収入  3,006 

10．その他の収入 76,024 

11.施設整備等補助金収入 0 

12.施設整備等寄付金収入 0 

13.積立資産取崩収入 0 

14.サービス区分間繰入金収入 4,500,000 

前期末支払資金残高 17,833,631 

合   計 132,921,165 

令和２年度 決算書 
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●中島村社会福祉協議会役員等紹介 

 

地域の福祉ニーズが多様化・複雑化するなか、社会福祉法人は福祉サービスの中核的な担い手として、地域住

民が日々の生活で必要とする様々な福祉サービスを提供し、支援することが期待されています。 

中島村社会福祉協議会も社会福祉法人の一員として、継続的なサービス提供のために適正な運営に努めるとと

もに、地域福祉の推進を図ってまいります。 

適正運営と組織のガバナンス強化のため、地域の代表の方々に役員を務めていただいております。 

（１）理 事 （任期：令和３年６月１８日より令和４年度の定時評議員会の終結の時まで） 

役 職 氏  名 区  分 役 職 氏  名 区  分 

会 長 加藤 幸一 村長 理 事 堀川 通有 ひかりの里施設長 

副会長 小池 令子 民生児童委員協議会長 理 事 髙久 重夫 老人クラブ連合会長 

理 事 矢内 宏 商工会長 理 事 藤田 利春 村議会議長 

理 事 小松 道男 保護司 理 事 藤田 幸江 保健福祉課長 

理 事 円谷 宣芳 人権擁護委員 理 事 面川 三雄 教育長 

（２）監 事 （任期：令和３年６月１８日より令和４年度の定時評議員会の終結の時まで） 

役 職 氏  名 区  分 役 職 氏  名 区  分 

監 事 髙久 健阿 前社会福祉協議会事務局長 監 事 緑川 正行 前民生児童委員協議会長 

（３）評議員 （任期：令和３年６月１８日より令和６年度の定時評議員会の終結の時まで） 

役 職 氏  名 区  分 役 職 氏  名 区  分 

評議員 水野谷剛夫 区長会長 評議員 廣澤 常夫 遺族会長 

評議員 長田 富雄 教育長職務代理者 評議員 吉田 重男 シルバー人材センター理事長 

評議員 宮本 直人 民生児童委員協議会副会長 評議員 小室 俊子 日赤奉仕団委員長 

評議員 椎名眞由美 民生児童委員協議会主任児童委員 評議員 鈴木 一英 ＪＡ夢みなみ中島支店長 

評議員 圓谷 厚子 民生児童委員協議会主任児童委員 評議員 八代 陽子 睦会長 

評議員 木村 秋男 交通安全協会長 評議員 野木 重徳 住民生活課長 

（４）評議員選任・解任委員（任期：令和３年６月１８日より令和６年度の定時評議員会の終結の時まで） 

役 職 氏  名 区  分 役 職 氏  名 区  分 

外部委員 小池日出男 前商工会長 監 事 緑川 正行 社会福祉協議会監事 

外部委員 菊池 文男 前社会福祉協議会監事 事務局員 久保田勝紀 社会福祉協議会事務局長 

監 事 髙久 健阿 社会福祉協議会監事    
 

●中島村社会福祉協議会第三者委員紹介 

 

社会福祉協議会に対する苦情解決に社会性、客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推

進するために選任されております。 

役 職 氏  名 区  分 役 職 氏  名 区  分 

第三者委員 相楽 高徳 前保健福祉課長 第三者委員 高久 弘彌 前民生児童委員協議会副会長 

（任期：令和３年７月１日より令和４年３月３１日まで） 
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●居宅介護支援事業所 
 

■居宅介護支援とは 

 

居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネージ

ャー（介護支援専門員）が、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するた

めのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関と

の連絡・調整を行います。  

居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされています。 

 

■対象となる方 

 

要介護１から要介護５の認定を受けた方 

 

■ケアプラン作成の流れ 

 

（１）アセスメント 

ケアマネージャーが利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況や生活環境などを把握し、課題を分析し

ます。 

 

（２）話し合い 

ケアマネージャーと利用者・家族・サービス提供事業者で、利用者の自立支援に資するサービスの検討

を行います。 

 

（３）ケアプラン作成 

課題や話し合いを基に、ケアマネージャーと一緒に利用するサービスの種類や回数を決め、サービス

利用の手続きを行います。 

 

（４）介護サービス利用スタート 

サービス事業所と契約し、ケアプランに基づいてサービス利用がスタートします。 

 

※要支援の方のケアプランは、地域包括支援センターが作成します。 

 

■利用者負担 

ケアプランの作成にあたって、利用者負担はありません。 

 

■お問い合わせ 
営業日 月曜日より金曜日まで 

営業時間 午前８時３０分より午後５時まで 

定休日 土・日曜日、祝日、 

年末・年始（１２月２９日より１月３日まで） 

お問い合わせ先 〒961-0102  

福島県西白河郡中島村大字滑津字二ツ山６５－３ 

（中島村総合福祉センター内） 

中島村社会福祉協議会居宅介護支援事業所 

TEL 0248-51-1773 FAX 0248-51-1172 

                                           （ケアマネージャー） 

介護保険事業所の紹介 
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ヘルパーだより（指定訪問介護事業所・障害者居宅介護事業所）

 
訪問介護事業 
 

ケアマネージャー（介護支援専門員）等が作成したケアプラン（居宅サービス計画）に基づき、ホームヘルパー（訪

問介護員）が利用者のご自宅に訪問します。 

 
サービス内容 
 

◆身体介護  

入浴、排泄、食事などをお手伝いします。 

・食事や服薬の介助 

・トイレやおむつの交換などの排泄介助 

・入浴・清拭 

・着替えをする際のお手伝い 

・通院の介助 

 

◆生活援助  

日常生活上の家事などをお手伝いします。 

・住居の掃除や洗濯  

・ゴミ出し  

・食事の準備や調理  

・買い物  

・薬の受け取り  

 

◆ご利用できる方  

・訪問介護事業（要介護の認定を受けている方） 

・介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業（事業対象者、要支援の認定を受けている方） 

・軽度生活支援事業（村から対象者の認定を受けている方） 

・障がい者居宅介護等サービス（村から対象者の認定を受けている方） 

 
事業所詳細 
 
営業日 月曜日より金曜日まで 

営業時間 

（サービス提供時間） 

午前８時３０分より午後５時まで 

定休日 土・日曜日、祝日、 

年末・年始（１２月２９日より１月３日まで） 

お問い合わせ先 〒961-0102  

福島県西白河郡中島村大字滑津字二ツ山６５－３ 

（中島村総合福祉センター内） 

中島村社会福祉協議会指定訪問介護事業所 

中島村社会福祉協議会障害者居宅介護事業所 

TEL 0248-52-3400 FAX 0248-51-1172 

※希望により営業日以外、営業時間外、定休日も必要に応じて利用可能です。 

 

 

 

 

 

 

登録ヘルパー募集 
登録ヘルパーさんを募集しています。 

詳しくは、下記にお問い合わせください。 

ＴＥＬ ５２－３４００ 



社協だより （１１） 第４４号 

 

 

 

高齢者の方などを送迎し、入浴・給食・ 

レクリエーションなどを提供することで、 

社会的孤独感の解消や、心身機能の健康 

保持を図り、寝たきりを防止するととも 

に、介護されているご家族の負担の軽減 

を目的とするサービスです。 

 

                                      （デイサービス職員） 

・通所介護事業（要介護の認定を受けている方） 

・介護予防･日常生活支援総合事業 第１号通所事業（事業対象者、要支援の認定を受けている方） 

・生きがい対応型デイサービス事業（村から対象者とし認められた方） 

・障がい者デイサービス事業（基準該当）（村から対象者とし認められた方） 

 

 

・営 業 日 月曜日から金曜日（ただし、国民の祝日（振り替え休日を含む）及び年末年始（１２

月２９日から１月３日）を除きます。） 

・サービス提供時間 午前１０時から午後３時３０分 

・定      員 ２３名 

 

 

・通所介護事業 

・障がい者デイサービス事業（基準該当） 

・介護予防･日常生活支援総合事業（第１号通所事業） 

・生きがい対応型デイサービス事業 

９：００～ 送迎（お迎え） ９：００～ 送迎（お迎え） 

１０：００～ 健康チェック、入浴 １０：００～ 健康チェック、 

１１：００～ 活動①ゲーム創作等 １０：３０～ 機能訓練 

１１：５０～ 昼食 １１：５０～ 昼食 

12:15～13:15 休憩 12:15～13:15 休憩 

１３：３０～ 機能訓練、活動② １３：３０～ 入浴、活動①、② 

１５：１５～ おやつ １５：１５～ おやつ 

１５：３０～ 送迎（お送り） １５：３０～  

※活動①は、ゲーム、創作等、活動②は、ゲーム、お花見等の行事 

 

 

中島村社会福祉協議会指定通所介護事業所 

〒961-0102 中島村大字滑津字二ツ山６５－３（中島村総合福祉センター内） 

ＴＥＬ ５２－３４００ 

 

サービスの種類・対象者

デイサービスとは 

サービスの内容 

デイサービスの１日 

お問い合わせ 
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今回は１２名の方にご参加いただきました。参加し

てくださった方は、今後もサロンで活動する方、こ

れからサロンを立ちあげたい方、自分の健康維持の

ためと、目的は様々でしたが、真剣な中にも笑顔が

見られ、レクリエーションでは自分ができるか不安

と言う声も聞かれました。今後、各地サロンからの

ご要望に応じて、運動ボランティアを派遣いたしま

すので、地域包括支援センターまでお問い合わせく

ださい。 

今回受講してくださった方々の各地サロンでの活

躍をご期待いたしております。 

R３年 5 月 14 日に泉

崎南東北リハビリテー

ション・ケアセンター

から作業療法士の先生

をお招きし、サロンで

行う運動の効果的な方

法や頭と体を使ったレ

クリエーション等をご

指導いただきました。 

中島村地域包括支援センター☏0248-51-1773 

ゴミ捨てに困っている人って

結構身近にいるんだね。 

話し相手がいなくて、困って
いるという話を聞いたことが
あるよ！！ 

高齢者で、除雪作業に困って
いる人が多くいるね。除雪ボ
ランティアが必要かな。 

交通手段に困っている人に、も
っと中島ふれあいタクシーを
活用してもらったらどうかな。 

高齢になると、米すり、ゴミ出しなどちょっとした困りごとが出てきます。『中島よかっぺ会』では、その日常

生活の“ちょっとした困りごと”を、住民同士の助けあいで解決できないか、話し合いをしています。 

今年度は、昨年度に実施した『高齢者の生活支援に関するアンケート調査』の結果を基に、困りごとを解決す

るための、新たな住民同士の助けあい活動を作り出すことを目標に活動していきます。包括支援センター職員

も、会の一員として活動中です。アンケートに回答いただいた皆様、ご協力ありがとうございました！！ 


